
 
 

第１条〔目   的〕 

本規程は、一般社団法人ホッケージャパンリーグ（以下「H リーグ」という）表彰規程

に基づく受賞者の選任にあたり、その候補者を選考する諸手続きについて定める。 

 

第２条〔定 義〕 

本規程において、受賞者とは、表彰規定に基づき委員会が選出するクラブおよび

個人を指すものとする。 

 

第３条〔表彰選考委員会の設置〕 

(1)受賞候補者を選考するため、「表彰選考委員会」（以下「委員会」という）を設置す

る。 

(2) 委員会は、第 4条 2項に基づく発足時から第 5条に基づく理事会への答申時

まで存続する。 

(3) 委員会の運営を円滑に行うため、「表彰選考委員会事務局」（以下「事務局）を

H リーグに置き、事務局長がその長を務める。 

 

第４条〔委員会〕 

(1) 委員会を構成する委員はチェアマンが以下の者から指名し、理事会の承認を得

て委嘱する。 

①  理事 

②  実行委員 

③  前２号のほか、チェアマンが委員として適任であると評価した者 

(2) チェアマンは受賞候補者の答申を行う理事会の３か月前を目途に委員会を発足

させるものとする。 

(3) 委員は 5名以上 10名以下とし、このうち実行委員は過半数を超えてはならな

い。 

(4) 委員会には委員長１名を置くものとし、委員長は、委員の互選により定める。 

(5) 委員は再任を妨げない。 

 

第 5条〔委員会の目的〕 

（１） 委員会は、受賞者の決定を行う理事会に付議する議案を決定する理事会まで

に、委員会の決定により選出された受賞候補者を理事会に答申する。 

（２） 委員会は、次シーズンにおける受賞候補者の具体的な選出方法および手順に

ついて、前号の理事会までに案を作成し、理事会に答申する。 
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第 6条〔委員会の開催〕 

(1) 委員会は、その発足後速やかに開催するものとし、以後、第５条に定める理事

会への答申を行うために必要に応じて適宜開催するものとする。 

(2) 委員会は、委員長が招集する。ただし、他の委員が招集することを妨げない。 

(3) 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。ただし、委員長に事故あるときまた

はやむをえない事由により委員長が欠席する場合は、出席委員が協議のう

え、これを定める。 

(4) 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することはで

きない。 

(5) 委員会への代理出席および書面による委任は、いずれも認めないものとする。 

 

第７条〔受賞候補者選考基準〕 

（１） 受賞候補者の選考基準は以下のとおりとする。 

① 最多ＰＯＭ賞（トップＰＯＭ）は、各リーグの最もポイントの高い選手を候補者と

する。但し、そのポイント数は各チーム総試合数の 30％以上（小数点第１を

四捨五入）でなければならない。また、ポイント同数の場合は、複数名とする。 

② 最優秀選手賞（ＭＶＰ）は、優秀選手賞候補者の中からリーグの模範となる男子

選手および女子選手それぞれ１名を候補者とする。 

③ 優秀選手賞（ベストイレブン）は、ポジション別（ＦＷ、ＭＦ、ＤＦ」に以下の

手順で候補者を選出する。 

１． 勝利監督（規定時間内）は自チームからＢ１１候補選手３名（ＦＷ、ＭＦ、Ｄ

Ｆ：ポジション毎に１名）、敗者チームから１名を入力する。 

２． 敗者監督（規定時間内）はＢ１１候補選手を勝者チームから３名（ＦＷ、Ｍ

Ｆ、ＤＦ：ポジション毎に１名）を入力する。 

３． ＳＯ勝利監督は自チームからＢ１１候補選手２名、敗者チームから１名を入

力する（GKは除く）。 

４． ＳＯ敗者監督はＢ１１候補選手を勝者チームから１名を入力する（GKは除

く）。 

５． ポイントが同数の場合は、最終順位が上位チームの選手を上位とする。同

チームでポイントが同数となった場合は、監督がその順位を決める。 

６． ポイント数が各ポジションに分かれている選手は、最もポイントの高いポジシ

ョンにポイントを集約する。同数の場合はプログラムのポジションにあわせ

る。 

７． ＦＰ１０名については優勝チームから４名、準優勝チームから３名、３位チー

ムから２名、４位チームから１名を【ベスト１１】ポイントを参考にし、選考委員

会で案を作成し、理事会で決定する。 

８． GKは優勝チームから選出する。GKが複数名の場合は、優勝監督が選出

する。 

④ 最優秀新人賞は、以下の手順で候補者を選出する。 

１． 試合毎に両チームの監督が勝敗に関わらず、新人選手に該当する者の中

から試合毎に候補選手を１名ずつ選出できる。 

２． １の結果を集計し、序列１位の者を候補者とする 

３． 以下の条件を満たした選手であること 



・初めて日本リーグに登録された選手 

・国内大会（全日本社会人選手権大会）および海外リーグの在籍経験がな

い選手 

・年齢制限は設けない 

⑤ 最優秀審判員賞（ベストアンパイア）は、試合毎に両チームの監督が候補審判を

選出し、集計得票数に各チームからのアンパイアリング定性評価を加味し、男性

審判員ならびに女性審判員それぞれを候補者として選出する。 

⑥ フェアチーム賞は、男子リーグおよび女子リーグそれぞれにおいて、累積カ

ードの傾斜得点の最も少ないチームを候補クラブとする。傾斜得点の計算方法は

以下の通りとする。 

１． グリーンカード合計数×1点、イエローカード合計数×3点 

２． 傾斜得点が同点の場合は、イエローカードが少ないチームを候補クラブと

する。 

３． ２においても同点の場合は、当該クラブそれぞれを候補クラブとする。 

（２） 前項にかかわらず、レッドカードのペナルティを受けた選手および選手の所属するクラ

ブは、候補者から除外とする。 

 

第８条〔議事録の作成〕 

委員会の議事録につき、原則として事務局が議事録を作成し、H リーグに保管

する。 

 

第９条〔改  廃〕 

本規程の改廃は、理事会の議決に基づきこれを行うものとする。 

 

第１０条〔施  行〕 

本規程は、令和２年７月２９日から施行する。 

〔制 定〕 

令和 2 年 7 月 29 日 

〔改 正〕 

本規程は、令和３年２月１２日一部改正する。 

本規程は、令和４年２月２４日一部改正する。 

 


